
 

  

 

 

 

報道関係者各位 

 

  山梨県男女共同参画審議会第１２期委員の公募について 
 
県では、男女共同参画計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項につ

いて知事の諮問に応じ調査審議し、又は知事に建議を行うため｢山梨県男女共同参画審議会」

を設置しています。この度、第１１期委員の任期が終了することから、第１２期委員の公募

を行います。 
 
 

Press Release 

 令和６年４月３日 

山梨県 多様性社会・人材活躍推進局 

男女共同参画・外国人活躍推進課 

課長 入倉 由紀子 

◇ 委員の役割 審議会に出席し、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査・審議

を行う。 

◇ 応募人員  ３名以内 

◇ 任  期  ２年（令和６年５月から令和８年５月） 

◇ 応募資格  県内に在住の20歳以上の者(令和６年４月１日現在） 

              ただし、次の者は除く。 

         ア 本県の他の附属機関等の委員  

         イ 国会議員又は地方公共団体の議会の議員 

         ウ 常勤の国家公務員又は地方公務員 

◇ 応募方法    

   １．申込期間 令和６年４月５日（金）～４月２６日（金）（当日消印有効） 

   ２．提  出 ①山梨県男女共同参画審議会委員応募用紙 

          ②作文（８００字程度） 

             ＊作文のテーマ「わたしの考える男女共同参画社会」 

 

 

３．応募方法 ①②の書類を郵送 (令和6年4月26日(金)の消印有効）又は電子 

メールで提出してください。 

＊電子メールでの応募の場合、男女共同参画・外国人活躍推進課から 

受信した旨の返信があった場合のみ、応募があったものといたします。 

４．選考方法 選考委員会において応募された作文をもとに書類選考により決定   

         （選考の結果は、応募者本人に通知） 

◇ 応募及び問い合わせ先 山梨県多様性社会・人材活躍推進局 

男女共同参画・外国人活躍推進課  

〒400-8501 甲府市丸の内１－６－１ 

                     ＴＥＬ    ０５５－２２３－１３５８（直通） 

                     ＦＡＸ    ０５５－２２３－１３２０ 

                     Ｅ-mail   danjo-gaikoku@pref.yamanashi.lg.jp 

※詳細は別添チラシのとおり 

※取材等は、課長（入倉）が対応します。 

男女共同参画先進県を実現するために、どのような取組を行っていけばよいか、 

家庭・地域・職場などでの身近な視点を基にしたあなたのお考えをお書きください。 


